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＊「長」は委員長のため委員会での表決権はありません。
＊「ー」は別委員会のため表決権はありません。

賛否が分かれた議案等の表決結果
○＝賛成　　●＝反対

　

議
案
番
号　

　政新会　 明日の
飯山

日本
共産党 絆  緑新会       

　

議
決
結
果　

吉
越
利
明

水
野
正
彦

岸
田
眞
紀

西
澤
一
彦

山
﨑
一
郎

飯
田
健
一

松
本
淳
一

市
川
久
芳

渡
辺
美
智
子

小
林
喜
美
治

高
山
恒
夫

上
松
永
林

佐
藤
正
夫

久
保
田
幸
治

石
田
克
男

52 令和２年度飯山市一般会計補正予算（第３号） 委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 可決
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

59 飯山市水道水源保全条例の一部を改正する条例 委員会 ○ － ○ － － ● － ○ － ○ － ○ － 長 ○ 可決
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

64 専決処分事項の承認を求めることについて【令和元年度飯山市一般会計補正予算（第14号）】
委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 承認
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

74 専決処分事項の承認を求めることについて【令和元年度飯山市駐車場事業特別会計補正予算(第2号）】
委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 承認
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

75 専決処分事項の承認を求めることについて【令和元年度飯山市水道事業会計補正予算（第５号）】
委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 承認
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

80 専決処分事項の承認を求めることについて【令和２年度飯山市一般会計補正予算（第１号）】
委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 承認
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

81 専決処分事項の承認を求めることについて【令和２年度飯山市一般会計補正予算（第２号）】
委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 承認
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

83 令和２年度飯山市一般会計補正予算（第４号） 委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○ 可決
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議
2 飯山市職員の懲戒処分に関する条例 委員会 － ● － ● 長 － ○ － ● － ● － ● － － 否決

本会議 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 否決
請願
4 「気候非常事態宣言」を求める請願

委員会 ○ － ○ － － ● － ○ － ○ － ○ － 長 ○ 可決
本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

請願
5 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願 委員会 － ● － ● 長 － ○ － ○ － ○ － ● － － 可決

本会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 可決

会派名
・
議員名

議 案 等 名

　　 ◆　令和２年６月定例会で審議された議案等　◆
【補正予算案 7件】
◆令和 2年度飯山市一般会計補正予算　2件
◆令和 2年度飯山市公共下水道事業特別会計補正予算
◆令和 2年度飯山市国民健康保険特別会計補正予算
◆令和 2年度飯山市介護保険特別会計補正予算　2件
◆令和２年度飯山市後期高齢者医療特別会計補正予算

【条例案 7件】
◆飯山市税条例の一部を改正する条例
◆飯山市手数料徴収条例の一部を改正する条例
◆飯山市水道水源保全条例の一部を改正する条例
◆飯山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◆飯山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改
　正する条例
◆飯山市介護保険条例の一部を改正する条例
◆飯山市移住定住促進住宅条例の一部を改正する条例

【事件案 19件】
◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【令和元年度飯山市一般会計補正予算・各特別会計
　補正予算・水道事業会計補正予算】（計12件）
◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【令和２年度飯山市一般会計補正予算】　２件
◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【飯山市台風第 19号災害被災者に対する市税の
　減免に関する条例の一部を改正する条例】

◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【飯山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
　関する基準を定める条例の一部を改正する条例】
◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【飯山市税条例等の一部を改正する条例】
◆専決処分事項の承認を求めることについて
　【飯山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改
　正する条例】
◆財産取得について
【他　報告８件】

【議員提案１件】
◆飯山市職員の懲戒処分に関する条例

【請願 3件】
◆「気候非常事態宣言」を求める請願
◆義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める
　請願
◆国の責任による 35 人学級推進と教育予算の増
　額を求める請願

【意見書２件】
◆義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める
　意見書
◆国の責任による 35 人学級推進と教育予算の増
　額を求める意見書

　
今
定
例
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
、
世
界
的
に

拡
大
と
な
る
な
か
で
開
催
さ
れ

た
た
め
、
一
般
質
問
の
時
間
を

一
人
当
た
り
45
分
（
通
常
よ
り

15
分
短
縮
し
議
場
の
換
気
を
実

施
）
と
し
た
他
、
議
場
の
出
入

口
を
開
放
し
た
り
、
マ
ス
ク
着

用
等
の
対
策
を
講
じ
て
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。

　
市
長
よ
り
上
程
さ
れ
た
議
案

に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
関
係
の
た
め
に
専
決
処
分

対
応
さ
れ
た
報
告
議
案
の
承
認

案
件
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
ま

し
た
。

　
議
会
と
し
て
は
、
市
長
に
よ

る
専
決
処
分
対
応
の
議
案
は
出

来
る
だ
け
避
け
て
ほ
し
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
の
場

合
は
前
例
の
な
い
緊
急
事
態
で

あ
り
ま
し
た
た
め
「
市
民
の
生

活
を
守
る
」
た
め
素
早
い
対
応

の
求
め
ら
れ
た
議
案
で
あ
る
と

理
解
し
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
。

　
今
議
会
に
は
、
12
名
の
一
般

６
月
定
例
議
会
を

　　　　　　　　　
振
り
返
って質

問
者
が
あ
り
ま
し
た
が
、
当

議
会
で
は
理
事
者
側
と
の
議

論
を
深
め
る
た
め
の
「
事
前
通

告
」
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
ま

す
が
、
再
三
注
意
を
促
す
も
守

ら
ず
に
、
通
告
内
容
と
異
な
る

質
問
を
続
け
る
議
員
や
質
問
席

を
離
れ
着
席
の
ま
ま
質
問
す
る

議
員
が
い
た
こ
と
な
ど
、
議
会

の
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
一
般
質

問
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
残
念
で

反
省
点
の
多
い
議
会
で
し
た
。

　
ま
た
、
一
部
議
員
か
ら
「
飯

山
市
職
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す

る
条
例
」
が
提
案
さ
れ
、
賛
成

少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
議

員
提
案
条
例
は
政
策
条
例
が

通
例
で
あ
り
、
ま
た
飯
山
市
で

は
関
係
条
例
や
規
則
が
整
備
さ

れ
て
い
る
状
況
下
で
の
提
案
で

あ
り
ま
し
た
。
条
例
は
し
っ
か

り
と
調
査
の
う
え
提
案
し
て
ほ

し
い
も
の
と
思
い
ま
し
た
。

　
議
会
が
皆
様
の
負
託
に
お
応

え
で
き
る
よ
う
、
今
後
一
層
研

鑽
に
励
み
ま
す
の
で
、
厳
し
い

叱
咤
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議長　渋川芳三

※各議員の一般質問は８月号にて掲載します。

　
６
月
定
例
会
は
、
６
月
８
日
か

ら
25
日
ま
で
の
18
日
間
の
日
程
で

開
か
れ
ま
し
た
。

　
本
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
令

和
２
年
度
補
正
予
算
、
令
和
元
年

度
補
正
予
算
専
決
処
分
の
承
認
や

条
例
の
一
部
改
正
な
ど
33
件
の
議

案
と
、
議
員
提
案
に
よ
る
条
例
案

が
１
件
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

各
常
任
委
員
長
か
ら
、
付
託
さ
れ

た
議
案
等
の
審
査
結
果
の
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、議
員
提
案
の「
飯

山
市
職
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る

条
例
」
に
つ
い
て
は
、
賛
成
少
数

で
否
決
、
そ
の
他
の
議
案
に
つ
い

て
は
す
べ
て
可
決
・
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　
ま
た
、
総
務
文
教
常
任
委
員
会

か
ら
「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
堅
持
・
拡
充
を
求
め
る
意
見

書
」・「
国
の
責
任
に
よ
る
35
人
学

級
推
進
と
教
育
予
算
の
増
額
を

求
め
る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

６

月

定

例

会

概

要

０
２
６
９-

６
２-

３
１
１
１
（
内
線
４
１
１
）

０
２
６
９-

６
２-

０
０
０
５
（
代
表
）
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テーマ「情報公開制度に係る公開請求等の適正な運用について」

◎
危
機
管
理
防
災
課

　
　
【
防
災
・
減
災
対
策
事
業
】
サ
ー
マ

ル
カ
メ
ラ
を
７
０
０
万
円
か
け
て
避
難

所
７
箇
所
に
整
備
す
る
と
あ
る
が
、
今

後
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る
の
か
。
イ
ベ

ン
ト
等
で
も
活
用
で
き
な
い
か
。

　
　
災
害
緊
急
時
の
た
め
も
の
で
避
難

所
で
使
用
す
る
が
、
精
密
機
器
で
あ
る

た
め
市
役
所
で
保
管
し
て
、
災
害
時
に

は
避
難
所
に
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
災
害
時
以
外
は
、
ほ
か
の
イ

ベ
ン
ト
等
で
も
活
用
で
き
る
よ
う
に
と
考

え
て
い
る
。

◎
商
工
観
光
課

　
　
【
飯
山
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

発
行
事
業
】
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

発
行
に
つ
い
て
１
万
４
千
円
の
商
品
券

を
２
万
５
千
セ
ッ
ト
の
根
拠
に
つ
い
て
。

　
　
飯
山
市
は
お
よ
そ
８
０
０
０
世
帯

で
あ
り
２
万
５
千
セ
ッ
ト
で
仮
に
全
世

帯
申
し
込
み
む
と
、
一
世
帯
当
り
３
冊
と

い
う
形
に
な
る
。
５
年
前
の
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
と
同
等
な
形
で
の
設
定
。

◎
審
査
の
経
過
説
明

①
【
提
案
理
由
】
に
つ
い
て

　
飯
山
市
に
だ
け
一
般
服
務
関
係
業
務
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常任委員会議案審査 委員から出された主な質問および意見と、市からの説明について抜粋して掲載します。

予
算
決
算
常
任
委
員
会

議
案
第
52
号　
令
和
２
年
度
飯
山
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　
　
　
　
　
　
（
賛
成
多
数　
可
決
）

◎
子
ど
も
育
成
課

　
　
【
小
中
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
事

業
】
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
必
要
と
な
っ

た
と
き
の
、W

i-Fi

環
境
未
整
備
の
家

庭
へ
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
ど
の
く
ら
い

見
込
ん
で
い
る
の
か
。

　
　

W
i-Fi

環
境
が
未
整
備
な
家
庭
の

数
は
、現
在
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

W
i-Fi

環
境
は
休
校
に
な
っ
て
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
が
必
要
な
時
に
ど
う
し
て
も
そ

の
環
境
が
必
要
と
い
う
こ
と
の
た
め
30

台
の
６
カ
月
分
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

問

問

答

答

答

議
案
（
議
）
第
２
号　
飯
山
市
職
員

の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
（
賛
成
少
数　
否
決
）

総
務
文
教
常
任
委
員
会

予算決算常任委員会での審査の様子

◎6月定例会での厳重注意について
　○市川議員への厳重注意
　　　一般質問中に着席したまま質問を続けたため議場において議長から厳重注意をしました。
　○松本議員への厳重注意
　　　一般質問において通告した項目にない質問を続けたため、議会全員協議会で議長から注意をしました。

問 議
案
第
83
号　
令
和
２
年
度
飯
山
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）　　

　
　
　
　
　
　
（
賛
成
多
数　
可
決
）

に
お
け
る
職
員
の
懲
戒
処
分
規
程
が
な

い
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
施
行
規
程
に

定
め
る
懲
戒
処
分
の
審
査
委
員
会
に
外

部
委
員
が
い
な
い
た
め
等
。

②
【
委
員
会
】
の
対
応

　
飯
山
市
に
は
既
に
条
例
が
あ
る
の
に

新
た
な
条
例
の
提
案
説
明
に
矛
盾
が
多

か
っ
た
た
め
、
担
当
課
長
に
矛
盾
点
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
審
査
し
た
。

③
【
条
例
担
当
課
長
報
告
】

　
飯
山
市
に
は
昭
和
29
年
に
制
定
し
た

条
例
が
あ
り
、
そ
の
条
例
の
委
任
規
程

に
よ
り
定
め
た
一
般
服
務
関
係
業
務
に

係
る
規
程
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方

自
治
法
施
行
規
程
は
、
一
般
職
の
地
方

公
務
員
に
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
懲
戒

処
分
審
査
委
員
会
に
外
部
委
員
を
入
れ

る
必
要
が
な
い
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。

④
【
審
査
で
出
さ
れ
た
主
な
意
見
】

◆
既
に
あ
る
の
に
審
査
に
値
し
な
い
。
時

間
の
無
駄
で
あ
る
。

◆
今
あ
る
条
例
を
無
視
し
議
案
上
程
さ

れ
た
提
案
者
の
発
想
は
理
解
で
き
な
い
。

◆
議
員
に
は
条
例
提
案
権
は
あ
る
が
何

で
も
出
せ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

◆
議
員
提
案
に
値
し
な
い
案
件
で
あ
り
、

審
査
の
必
要
は
な
い
。

◆
な
ぜ
新
し
い
条
例
が
必
要
な
の
か
理

由
が
理
解
で
き
な
い
。

◆
飯
山
市
に
だ
け
条
例
が
な
い
と
い
う

の
は
意
図
的
で
、
問
題
で
あ
る
。

⑤
【
委
員
会
の
採
決
結
果
】

　
　
賛
成
少
数
で
否
決
と
な
っ
た
。

請
願
第
４
号　
「
気
候
非
常
事
態
宣

言
」
を
求
め
る
請
願

　
　
　
　
　
　
（
賛
成
多
数　
可
決
）

産
業
民
生
常
任
委
員
会

【
意
見
】
将
来
を
担
う
世
代
に
持
続
可
能

な
社
会
を
引
き
継
ぐ
た
め
、
気
候
変
動
対

策
に
つ
い
て
飯
山
市
独
自
の
目
標
を
定
め

た
「
気
候
非
常
事
態
」
を
宣
言
す
る
こ
と
。

議
案
第
79
号　
専
決
処
分
事
項
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
【
飯
山

市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
】

　
　
　
　
　
　
（
全
員
一
致　
可
決
）

　
　
火
災
の
際
に
居
合
わ
せ
た
消
防
団

員
Ｏ
Ｂ
等
が
消
火
活
動
を
し
た
場
合
公

務
災
害
補
償
と
な
る
か
。

　
　
一
般
の
方
が
消
防
作
業
従
事
者
と

な
っ
た
場
合
も
対
象
と
な
る
。

答 問

二
次
感
染
、
三
次
感
染
の
時
に
休
校
に

な
る
か
は
ま
だ
未
知
数
で
あ
り
、
そ
の

と
き
は
そ
れ
に
応
じ
て
と
考
え
て
い
る
。

　６月12日「情報公開制度に係る公開請求等の適正な
運用について」をテーマに議員協議会を開催しました。
市長より、市議会議員による「情報公開条例を活用した
公文書公開請求」が多く、公文書を特定するための情
報が不十分であり該当する公文書の特定に苦慮する事
案が多く、適正な運用についての依頼があり、議会とし
て資料請求のあり方について全議員による議員間討議を
行いました。

　しかし討議の途中で、ある議員の発言に対し、その議員の名前を大声で呼び捨てにするという不適切な発言が
あり、議長が制止したにもかかわらず発言を続けたことから議員間討議を終了しました。
　若手議員から、「先輩議員の皆さんがどういう立ち振る舞い、意見を言うのか見させてもらっている。議員とし
ての立場を分かっていただいて、私たちにその姿を示していただきたい。」との意見が出されました。議員間討議
は自分の考えを述べるとともに他の議員の考えを聞く場であることを理解して臨んでほしいものです。

○３か月の中で数千枚の公文書の開示をしても
らった。そのために職員がその業務に一週間か
かろうが、議会は行政のチェック機関である。

○情報公開条例に基づく請求は、市民の権利で
あるが、議会活動については議会の申し合わせ
で「議長を通して資料請求」を行うこととなっ
ている。

○地方議会が有する調査権として、議会として
資料請求をする場合は、議長の判断を仰ぐこと
は当然であるが、個人で請求する場合は別では
ないか。

○資料請求を行う前に、担当課で確認すること
で解決する問題がある。大量の公開請求により、
職員の業務が過重になることは本末転倒ではな
いか。

○情報公開条例の目的は、市民の知る権利を尊
重することにある。議員は、日頃から議員活動
として、議案の審議、事業の審議を行っており、
改めて膨大な資料を要求する必要はないのでは
ないか。

○飯山市議会議員としての立場、飯山市民とし
ての立場、それぞれ違うものである。市議会議
員として議会で決められたルールに沿って資料
請求をすべきである。

○情報公開は市民として認められている権利で
あり、個人として請求を行うことはできるが、私
たちは選挙で選ばれた議員であり、飯山市全体
の負託を受けて議員として活動をしている。議
員活動のなかで、議会としての権利、権限を与
えられている。個人で行うならいいだろうという
ことではない。

そ
れ
ぞ
れ
の
主
張

■以下議員が発言した内容について一部抜粋して掲載

初の議員間討議を行いました


